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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】平成27年1月22日(2015.1.22)

【公表番号】特表2012-520236(P2012-520236A)
【公表日】平成24年9月6日(2012.9.6)
【年通号数】公開・登録公報2012-035
【出願番号】特願2012-500183(P2012-500183)
【国際特許分類】
   Ｃ０１Ｂ  33/12     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  35/10     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  21/08     (2006.01)
   Ｃ０１Ｂ  33/154    (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  37/04     (2006.01)
   Ｃ０８Ｆ   4/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０１Ｂ  33/12    　　　Ｚ
   Ｂ０１Ｊ  35/10    ３０１Ｇ
   Ｂ０１Ｊ  21/08    　　　Ｍ
   Ｃ０１Ｂ  33/154   　　　　
   Ｂ０１Ｊ  37/04    １０２　
   Ｃ０８Ｆ   4/02    　　　　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成26年11月25日(2014.11.25)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平均径が１０～１２０μｍの範囲にあり、ＢＥＴ表面積が４００～８００ｍ２／ｇの範
囲にあり、細孔を有し、且つ細孔体積が０．３～３．０ｃｍ３／ｇの範囲にある、少なく
とも一種の金属及び／又は半金属酸化物を含む球状ビーズであって、
　前記少なくとも一種の金属及び／又は半金属酸化物は、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＴｉＯ

２、ＭｇＯ、およびこれらの混合物からなる群から選ばれ、
　そのいずれの位置でのビーズ径も該ビーズの平均径から１０％以上相違することがなく
、及び
　該ビーズの表面は、前記細孔の径よりも寸法が大きく、且つ走査型電子顕微鏡を使用し
て、一個のビーズの全体像が観察される大きさに拡大撮影した場合に、確認される窪み、
ひび、裂け、割れ、ふくれ、切欠きを有しておらず、及び
　該ビーズは、少なくとも９６重量％の量でＳｉＯ２を含み、及び以下の工程
　（Ａ）少なくとも一種の少なくとも部分的に水混和性の有機溶媒と水と少なくとも一種
の金属及び／又は半金属酸化物の少なくとも一種の前駆化合物とを含む混合物を、混合物
Ａとして提供する工程と、
　（Ｂ）少なくとも一種の少なくとも部分的に水混和性の有機溶媒と水と少なくとも一種
の酸とを含む混合物を、混合物Ｂとして提供する工程と、
　（Ｃ）該混合物ＡとＢとを混合して、上記少なくとも一種の金属及び／又は半金属酸化
物の少なくとも一種の前駆化合物を上記少なくとも一種の酸と反応させて、球状ビーズを



(2) JP 2012-520236 A5 2015.1.22

含む水相と有機相とを含む混合物Ｃを得る工程と、
　（Ｄ）工程Ｃで得られる混合物Ｃから有機相を分離して球状ビーズを含む水相を得る工
程と、
　（Ｆ）工程（Ｄ）で得られる球状ビーズを乾燥する工程、
　を使用して得られることを特徴とするビーズ。
【請求項２】
　上記少なくとも一種の金属及び／又は半金属酸化物が実質的に非晶質である請求項１に
記載のビーズ。
【請求項３】
　ＢＥＴ表面積が５００～６００ｍ２／ｇの範囲にある請求項１又は２に記載のビーズ。
【請求項４】
　細孔体積が１．５～２．５ｃｍ３／ｇの範囲にある請求項１～３のいずれか一項に記載
のビーズ。
【請求項５】
　使用される前記工程が更に、
　（Ｅ）工程（Ｄ）得られる球状ビーズを少なくとも一種の酸で処理する工程と、
　（Ｆ）工程（Ｅ）で得られる球状ビーズを乾燥する工程とを含む請求項１～４の何れか
１項に記載のビーズ。
【請求項６】
　前記少なくとも一種の金属及び／又は半金属酸化物の少なくとも一種の前駆化合物が、
アルカリ金属ケイ酸塩、アルカリ土類金属ケイ酸塩、コロイダルシリカゾル、およびこれ
らの混合物からなる群から選ばれる請求項１～５の何れか１項に記載のビーズ。
【請求項７】
　平均径が１０～１２０μｍの範囲にあり、ＢＥＴ表面積が４００～８００ｍ２／ｇの範
囲にあり、細孔を有し、且つ細孔体積が０．３～３．０ｃｍ３／ｇの範囲にある、少なく
とも一種の金属及び／又は半金属酸化物を含む球状ビーズであって、
　前記少なくとも一種の金属及び／又は半金属酸化物は、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＴｉＯ

２、ＭｇＯ、およびこれらの混合物からなる群から選ばれ、
そのいずれの位置でのビーズ径も該ビーズの平均径から１０％以上相違することがなく、
及び
　該ビーズの表面は、前記細孔の径よりも寸法が大きく、且つ走査型電子顕微鏡を使用し
て、一個のビーズの全体像が観察される大きさに拡大撮影した場合に、確認される窪み、
ひび、裂け、割れ、ふくれ、切欠きを有しておらず、及び
　該ビーズは、少なくとも９６重量％の量でＳｉＯ２を含む、ビーズの製造方法であって
、以下の工程
　（Ａ）少なくとも一種の少なくとも部分的に水混和性の有機溶媒と水と少なくとも一種
の金属及び／又は半金属酸化物の少なくとも一種の前駆化合物とを含む混合物を、混合物
Ａとして提供する工程と、
　（Ｂ）少なくとも一種の少なくとも部分的に水混和性の有機溶媒と水と少なくとも一種
の酸とを含む混合物を、混合物Ｂとして提供する工程と、
　（Ｃ）該混合物ＡとＢとを混合して、上記少なくとも一種の金属及び／又は半金属酸化
物の少なくとも一種の前駆化合物を上記少なくとも一種の酸と反応させて、球状ビーズを
含む水相と有機相とを含む混合物Ｃを得る工程と、
　（Ｄ）工程Ｃで得られる混合物Ｃから有機相を分離して球状ビーズを含む水相を得る工
程と、
　（Ｆ）工程（Ｄ）で得られる球状ビーズを乾燥する工程、
　とからなるビーズの製造方法。
【請求項８】
　上記少なくとも一種の金属及び／又は半金属酸化物が実質的に非晶質である請求項７に
記載のビーズ。
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【請求項９】
　ＢＥＴ表面積が５００～６００ｍ２／ｇの範囲にある請求項７又は８に記載のビーズ。
【請求項１０】
　細孔体積が１．５～２．５ｃｍ３／ｇの範囲にある請求項７～９のいずれか一項に記載
のビーズ。
【請求項１１】
　（Ｅ）工程（Ｄ）得られる球状ビーズを少なくとも一種の酸で処理する工程と、
　（Ｆ）工程（Ｅ）で得られる球状ビーズを乾燥する工程とを含む請求項７～１０の何れ
か１項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記少なくとも一種の金属及び／又は半金属酸化物の少なくとも一種の前駆化合物が、
アルカリ金属ケイ酸塩、アルカリ土類金属ケイ酸塩、コロイダルシリカゾル、およびこれ
らの混合物からなる群から選ばれる請求項７～１１の何れか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　請求項１～６のいずれか一項に記載の球状ビーズと少なくとも一種の触媒的に活性な金
属とを含むことを特徴とする粒子状触媒。
【請求項１４】
　請求項１～６のいずれか一項に記載の球状ビーズを、触媒または触媒担体として使用す
る方法。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００９】
　われわれは、本目的が、平均径が１０～１２０μｍの範囲にあり、ＢＥＴ表面積が４０
０～８００ｍ2／ｇの範囲にあり、気孔体積（細孔体積）が０．３～３．０ｃｍ3／ｇの範
囲にある、少なくとも一種の金属及び／又は半金属酸化物を含む球状ビーズであって、あ
るビーズのいずれの位置でのビーズ径も該ビーズの平均径から１０％以上相違することが
なく、該ビーズの表面が実質的に平滑であることを特徴とするビーズにより達成されるこ
とを見出した。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１０】
　われわれは、これらの目的がまた、
　（Ａ）少なくとも一種の少なくとも部分的に水混和性の有機溶媒と水と少なくとも一種
の金属及び／又は半金属酸化物の少なくとも一種の前駆化合物とを含む混合物を、混合物
Ａとして提供する工程と、
　（Ｂ）少なくとも一種の少なくとも部分的に水混和性の有機溶媒と水と少なくとも一種
の酸とを含む混合物を、混合物Ｂとして提供する工程と、
　（Ｃ）該混合物ＡとＢとを混合して、上記少なくとも一種の金属及び／又は半金属酸化
物の少なくとも一種の前駆化合物を上記少なくとも一種の酸と反応させて、球状ビーズを
含む水相と有機相とを含む混合物Ｃを得る工程と、
　（Ｄ）工程Ｃで得られる混合物Ｃから有機相を分離して球状ビーズを含む水相を得る工
程と、
　（Ｅ）必要に応じて、工程（Ｄ）で得られる球状ビーズを少なくとも一種の酸で処理す
る工程と、
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　（Ｆ）（Ｆ）工程（Ｄ）または（Ｅ）で得られる球状ビーズを乾燥する工程と、を含む
本発明の球状ビーズの製造方法により達成されることを見出した。
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